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１　宮崎学園短期大学　長期履修規程
（趣　旨）
第 １条　この規程は、宮崎学園短期大学学則（以下「学則」という。）第４条第４項に基づき、宮崎学園短
期大学における長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
（長期履修の期間）
第２条　長期履修の期間は、３年とする。
２　長期履修を認める学科は、保育科のみとする。
（履修単位数）
第３条　長期履修学生が履修できる学期あたりの単位数は、原則として15単位（実習を除く）を限度とする。
（休学の取扱い）
第４条　長期履修を許可された者の休学の取扱いは、学則第26条の定めるところによる。
（手続き）
第５条　長期履修を希望する場合は、期日までに申請書を提出し、学科長を経て、学長に申し出るものとする。
２　前項による申し出があったときは、教授会の議を経て、学長が許可する。
（正規学生への変更）
第６条　長期履修学生として入学した者は、原則として正規学生への変更は認めないこととする。
（正規学生から長期履修学生への変更）
第 ７条　学則第４条第１項及び第２項の適用を受ける学生として入学した者が、長期履修学生への変更を希
望し、かつ学科長が必要と認める場合、学長の許可を得て、長期履修学生として修学することができる。
ただし、学期途中での変更は認めない。
（授業料）
第 ８条　長期履修を許可された者の授業料の取扱いは、長期履修申請年次、申請された長期履修の期間等に
よって異なるが、以下の通りとする。
　⑴ 　入学時に長期履修を申請した場合には、通常の卒業までに必要な２年間の授業料を、申請された履修
年数で除した額を毎年の授業料とする。

　⑵ 　正規学生から長期履修学生へ変更した場合は、通常の卒業までに必要な授業料の総額から、これまで
支払った授業料を控除した額を、残りの履修年数で除した額を毎年の授業料とする。

　⑶　その他、実習費などの諸費については、通常の学生と同じとする。
（補　則）
第９条　長期履修学生については、この規程に定めるもののほか、本学の学則を準用する。
（改　廃）
第10条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。

　　附　則
この規程は、令和６年４月１日から施行する。

その他履修に関わる規程
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２　他学科開講科目の履修に関する規程
（履修の要件）
第 １条　在学学科での、科目履修を原則として、当該学科の教育に支障がない場合は、次に掲げる授業科目
について、他学科での履修が認められる。
　１ ．専門教育科目のうち、一般教育科目として他学科生に開放された科目。ただし、この場合、６単位ま
でを在籍学科の一般教育科目の単位として充当できる。

　２．他学科の同名の授業科目。
（履修の手続）
第 ２条　履修に際しては、次の各号に掲げる者の承認を得た上で、「他学科授業科目履修届」を教務係へ提
出し、教務部長が履修を許可する。
　⑴　当該授業科目の担当教員
　⑵　在籍学科長
　⑶　当該学科長
　⑷　教務担当責任者
　３．その他の履修手続は履修規程に準ずる。
（受講生の制限）
第３条　本規程による受講にあたっては人数を制限することがある。

附則　この規程は平成　６年４月１日から施行する。
附則　この規程は平成　８年４月１日から施行する。
附則　この規程は平成２７年４月１日から施行する。
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３　宮崎学園短期大学研究生規程
（目　的）
第１条　本規程は、宮崎学園短期大学学則第５５条に基づき、研究生の取扱いに関して定める。
（資　格）
第２条　研究生の出願資格は、次の各号の一に該当する者とする。
　⑴　本学を卒業した者
　⑵　本学を卒業した者と同等以上の学力を有する者
（許　可）
第３条　研究生を願い出た者があるときは、正規の学生の教育に支障がない場合、選考の上、これを許可する。
（出願書類）
第 ４条　研究生として出願しようとする者は、次の書類に選考料１０，０００円を添えて３月２０日までに
提出しなければならない。
　⑴　研究生志願所（本学所定）
　⑵　履歴書
　⑶ 　最終出身校の成績証明書及び卒業（見込み）証明書。ただし、在学中の場合は成績証明書及び在学証
明書

　⑷　健康診断書
２　本学を卒業し引き続き研究生を志願する者は、前項第１号の書類のみを提出する。
３　いったん納入した選考料は、どのような理由があっても返還しない。
（選　考）
第 ５条　前条の志願者の選考は、教授会が行う。選考方法は、書類選考及び面接とし、必要がある場合は学
力試験や実技試験を行う。
第６条　研究生として修学を許可された者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
　⑴　誓約書
　⑵　住民票
　⑶　写　真
２　所定の期日までに前項の手続きがない場合は、修学の許可を取消すことがある。
（授業料等）
第７条　授業料等は、次のとおりとする。
　⑴　授業料　８９，３００円（半期分）
　⑵　施設料　３５，０００円（半期分）
　⑶　登録料　　３，０００円（初年度のみ）
２　上記の授業料等は、４月１２日までに納付しなければならない。
３　いったん納入した授業料等は、どのような理由があっても返還しない。
（研究期間）
第 ８条　研究生の研究期間は原則として１年とする。ただし、研究生が研究上の必要により研究期間の延長
を願い出たときは、教授会の議を経て学長が許可することができる。
（研究題目）
第９条　研究生は研究題目を定め、指導教員のもと学術の研究に従事するものとする。
（研究生証）
第10条　研究生は、研究生証の交付を受け、学内において常にこれを携帯しなければならない。
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（研究修了届）
第 11条　研究生は研究期間が終了したときは、研究論文（作品も可）及び研究修了届を、指導教員を経て学
長に提出しなければならない。
２　前項の研究修了届のあった者には、研究修了証明書を交付することができる。
（研究生辞退届等）
第 12条　研究生が研究を中断又は辞退するときは、指導教員を経て学長に研究生中断届又は辞退届を提出し
なければならない。
（身分の取消）
第13条　研究生で次の各号の一に該当する場合は、身分を取消すことがある。
　⑴　授業料を滞納したとき
　⑵　出席状況が極めて悪く、修業の見込みがないと認められたとき
　⑶　本学の諸規程に違反する行為があり、本学学生に悪影響を及ぼすと認められたとき
（学則及び諸規程の準用）
第14条　研究生には、本規程のほか本学の学則及び諸規程を準用する。

　　附　則
本規程は昭和６０年４月１日から施行する。
本規程は昭和６３年４月１日から施行する。
本規程は平成　元年４月１日から施行する。
本規程は平成　５年４月１日から施行する。
本規程は平成　７年４月１日から施行する。
本規程は平成２０年４月１日から施行する。
本規程は平成２５年４月１日から施行する。
本規程は平成２７年４月１日から施行する。
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４　宮崎学園短期大学科目等履修生規程
（目　的）
第１条　本規程は、宮崎学園短期大学学則第５４条に基づき、科目等履修生の取扱いに関して定める。
（資　格）
第 ２条　科目等履修生の出願資格は、宮崎学園短期大学学則第１９条の規定を準用する。宮崎学園短期大学
在学中は、本学の科目等履修生を兼ねることはできない。
（許　可）
第 ３条　科目等履修生を願い出た者があるときは、正規の学生の教育に支障がない場合、選考の上、これを
許可する。ただし、実習については、原則として本学卒業生を対象とする。
２ 　本学卒業生が在学中、実習科目において評価が不可であった場合、原則として実習を履修することはで
きない。
（出願書類）
第 ４条　科目等履修生として出願しようとする者は、次の書類に選考料１０，０００円を添えて、前期・後
期ともに所定の期日までに提出しなければならない。
　⑴　科目等履修生志願所（本学所定）
　⑵　履歴書
　⑶ 　最終出身校の成績証明書及び卒業（見込み）証明書。ただし、在学中の場合は成績証明書及び在学証
明書

　⑷　健康診断書
２　本学を卒業し引き続き科目等履修生を志願する者は、前項第１号の書類のみを提出する。
３　第５条第２項に定める志願者は、第１項第４号の書類のみを提出しなければならない。
４　いったん納入した選考料は、どのような理由があっても返還しない。
（選　考）
第 ５条　前条の志願者の選考は、教授会が行う。選考方法は、書類選考及び面接とし、必要がある場合は
　学力試験や実技試験を行う。
２　科目等履修生を終了後、２年以内に科目等履修生を志願する者については、原則として選考を免除する。
（手　続）
第６条　科目等履修生として履修を許可された者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
　⑴　誓約書
　⑵　住民票
　⑶　写　真
２　所定の期日までに前項の手続きがない場合は、履修の許可を取消すことがある。
（授業料等）
第７条　授業料等は、次のとおりとする。
　⑴　授業料（１単位につき）
　　　　講義・演習　１３，０００円
　　　　実習・実技　２２，０００円
　　　　音楽科実技　５０，０００円
　⑵　登録料　　　　　３，０００円（初年度のみ）
２ 　前記の規定にかかわらず、宮崎国際大学との協定書に基づく科目等履修生については、別に定めるとこ
ろによる。
３　前記の授業料等は、前期・後期とも履修登録提出期限日より１週間以内に納付しなければならない。
４　いったん納入した授業料等は、どのような理由があっても返還しない。
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（在籍期間）
第８条　科目等履修生の在籍期間は、履修科目の開講学期末までとする。
（単位の認定）
第９条　科目等履修生が履修した当該科目については、単位を与える。単位の認定は担当教員が行う。
２　修得単位については、単位修得証明書を交付することができる。
（科目等履修生証）
第10条　科目等履修生は、科目等履修生証の交付を受け、学内においては常にこれを携帯しなければならない。
（科目等履修生修了届）
第11条　科目等履修生は履修期間が終了したときは、科目等履修生終了届を提出しなければならない。
２ 　前項の科目等履修生修了届のあった者には、科目等履修生修了証明書（該当者については保育士養成施
設修了証明書）を交付する。
（科目等履修生辞退届等）
第 12条　科目等履修生が履修を辞退するときは、教務部長を経て学長に科目等履修生辞退届を提出しなけ
ればならない。
（身分の取消）
第13条　科目等履修生として次の各号の一に該当する場合は、身分を取消すことがある。
　⑴　授業料を滞納したとき
　⑵　出席状況が極めて悪く、修業の見込みがないと認められたとき
　⑶　本学の諸規定に違反する行為があり、本学学生に悪影響を及ぼすと認められたとき
（学則及び諸規程の準用）
第14条　科目等履修生には、本規程のほか、本学の学則及び諸規程を準用する。
（改　廃）
第15条　この規程の改廃は、教授会の議を経て行い、理事長に報告する。

　　附　則
本規程は、平成　５年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成　７年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成１０年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成１２年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成１５年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２０年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２２年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２５年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、平成２７年４月１日から施行する。
　　附　則
本規程は、令和　３年４月１日から施行する。
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５　宮崎学園短期大学派遣学生及び特別聴講学生規程
（目　的）
第 １条　この規程は、宮崎学園短期大学（以下「本学」という。）学則第１１条１項に基づき、本学の学生で、
大学間相互単位互換協定により、他の短期大学および大学等（以下「他の大学等」という。）の授業科目
を履修しようとする者（以下「派遣学生」という。）並びに他の大学等の学生で学則第１１条第１項の
規定に基づき、本学の授業科目を履修しようとする者（以下「特別聴講学生」という。）の取扱いに関し
て必要な事項を定める。
（派遣学生の出願手続）
第 ２条　派遣学生として他の大学等の授業を履修しようとする学生は、次に掲げる書類を添えて、学長に願
い出なければならない。
　⑴　派遣学生申請書
　⑵　その他単位互換協定に基づく書類
（派遣の許可）
第３条　前条の願い出があった場合は、教授会の議を経て、学長が許可するものとする。
（派遣学生の履修期間）
第４条　派遣学生の履修期間は、履修する授業科目が開講される学期または年度とする。
（派遣学生の在学期間）
第５条　派遣学生としての履修期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
（派遣学生の単位認定）
第 ６条　派遣学生が他の大学等において修得した単位は、当該他の大学等の学業成績評価および修得単位の
通知に基づき、教授会の議を経て本学で履修した単位とみなすことができる。
２　派遣学生の履修できる単位は、学則第１１条第１項の規定に係らず、６単位を超えないものとする。
３ 　派遣学生が他の大学等で履修した単位は、一般教育科目として修得すべき１４単位を超えた単位につい
て、本学の一般教育科目の振り替え単位として認定する。
（派遣許可の取消）
第 ７条　学長は、派遣学生の行為等が派遣学生の目的に反すると認められる場合は、他の大学等との協議に
基づき、教授会の議を経て派遣の許可を取り消すことができる。
（特別聴講学生の履修期間）
第８珠　特別聴講学生の履修期間は、履修する授業科目が開講される学期または年度とする。
（特別聴講学生の申請）
第 ９条　特別聴講学生として本学指定の授業科目を履修しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、所属
する大学等を通じて、学長に願い出なければならない。
　⑴　高等教育コンソーシアム宮崎単位互換（特別聴講学生）出願票
　⑵　その他単位互換協定に基づく書類
（特別聴講学生の履修許可及び履修手続）
第 10条　前条の願い出があった場合、学長は、教授会の議を経て、本学が提供する授業科目の履修を許可す
るものとする。
２　履修を許可された特別聴講学生には、「履修許可連絡票」を作成し、当該大学等に送付するものとする。
３　履修を許可された特別聴講学生は、所定の期日までに履修手続を行わなければならない。
４　履修手続を完了した者には、特別聴講学生証を交付する



－ 68 －

（特別聴講学生の履修及び単位修得の方法）
第11条　特別聴講学生の授業科目の履修及び単位修得方法は、本学学生の取扱いに準ずるものとする。
（特別聴講学生の学業成績等の報告）
第 12条　特別聴講学生が履修を修了した場合、学長は教授会の議を経て、当該学生の「成績通知書」を所属
大学等に通知するものとする。
（特別聴講学生の規則の尊守）
第13条　特別聴講学生は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
（特別聴講学生の履修取消）
第14条　前条の規定に違反した者については、学長は、履修の許可を取り消すことができる。
（特別聴講学生の施設・設備利用）
第15条　特別聴講学生は、履修する上で必要な施設・設備を利用することができる。
２　実験及び実習等の実費費用は、特別聴講学生の負担とする。
（特別聴講学生の授業料等）
第16条　高等教育コンソーシアム宮崎単位互換協定に基づく特別聴講学生の授業料等は、徴収しない。
（規程の改廃）
第17条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。
（その他）
第18条　この規定に定めるもののほか、単位互換に関する必要な事項は、協定大学との協議の上、決定する。

　　附　則
この規程は平成１９年４月１日から施行する。


